
後

養 成 講 座

１日目
12/19（金）

9:00～15：00

成年後見制度概論、

法定後見制度、任意後見制度

２日目
1/16（金）

10：00～16：00

高齢者施策、障害者施策、

家庭裁判所の実際

３日目
1/30（金）

10：00～16：00

すこやか福祉相談センターの役割、

地域包括支援センターの役割、

年金制度、消費者被害の実態

４日目
2/6（金）

9：30～12：40

民法の基礎知識、

現役市民後見人（後見支援員）による実践報告

 日 時  

会 場

対 象

参加費

社会福祉法人　飯能市社会福祉協議会

TEL　042-973-0022　FAX　042-973-8941

✉　seikatsu@hannosyakyo.or.jp

市

成年後見制度について学びたい方、市民後見人に興味のある方、

ぜひこの講座を受講してみませんか？

 ※本会では、本講座の「基礎編」と「実践編」を受講修了した方の中から、市民後見人

を後見支援員として非常勤職員に採用しています。採用時には選考面談を実施します。

※後見支援員は、本会職員とともに支援が必要な方の身上保護を担当します。

定 員

飯能市に在住、在勤、在学していて、下記どちらかに当てはまる方。

・市民後見人（後見支援員）として活動する意志のある昭和 31 年

　 4 月 2 日以降に生まれた成人の方。 

・成年後見制度及び市民後見人の活動等に興味がある方。

無料 30名（先着順） 飯能市総合福祉センター

民 見 人

基 礎 編

〒357-0021　飯能市大字双柳371番地13

　　　　　　　（飯能市総合福祉センター内）

ホームページ



（市民後見人養成講座基礎編　申込書）

フリガナ

氏　名

住　所

職　業 所属団体

生年月日 年　齢

連絡先

受 付 期 間 令和７年１２月５日（金）まで

申し込み方法

①「記入欄」に必要事項を記入の上FAXで送信、または飯能市社

会福祉協議会窓口にご持参いただく

②下記、二次元コードからフォームに必要事項を入力し送信する

下記、①②いずれかの方法でお申込みください。

　なお、FAX・申し込みフォームにてお申込み

いただいた場合は、3日以内に確認のご連絡を

いたします。3日を経過しても本会からの連絡

がない場合は表面下部の連絡先までご連絡くだ

さい。

※このチラシは、本会ホームページからもダウンロードできます。

◆記入欄◆（FAX：042-973-8941）

飯能市社会福祉協議会　生活支援係　行

※ご記入いただいた個人情報は、講座を運営する目的以外には使用しません。

〒

電話

メール


